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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光を発するランプと前記ランプを覆うリフレクタとを備え、前記光を投写して映像を表示
するとともに、冷却ファンから送風される冷却風により前記ランプを空冷する投写型映像
表示装置であって、
　前記ランプの斜め前方に設けられて、前記ランプへ送風される前記冷却風の向きを調整
するとともに、前記ランプの出射方向から見てランプの全周に前記冷却風を吹きつけるた
めの複数の風向板が形成された風向調整部材を備え、
　前記複数の風向板による送風は、ランプの全周を風向板の数に応じて分割したランプ冷
却分割領域に夫々送風するように分割され、ランプの両接点を含む風向板に臨むランプ冷
却分割領域に送風する風向板は、ランプの両接点付近において前記リフレクタに沿った気
流を発生させるように形成され、風向板に臨まないランプ冷却分割領域に送風する風向板
は、風向板に臨まないランプ冷却分割領域付近において前記リフレクタに沿った気流を発
生させるように先端部が屈曲されて形成されていることを特徴とする投写型映像表示装置
。
【請求項２】
前記風向調整部材に形成された前記複数の風向板は一体的に形成されていることを特徴と
する請求項１に記載の投写型映像表示装置。
【請求項３】
前記複数の風向板のうち少なくとも１つの風向板と、ダクト状の通気口を形成して風量を
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調整する風量調整部材を備えることを特徴とする請求項１または請求項２のいずれか１項
に記載の投写型映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空冷によりランプを冷却する液晶プロジェクタ等の投写型映像表示装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶プロジェクタ等の投写型映像表示装置は、光を発するランプと、ランプを
覆うリフレクタとを備え、光をスクリーン上に投写して映像を表示する。このような投写
型映像表示装置が備えるランプの温度が所定の限界温度を超えることによって、ランプの
寿命が短くなってしまうため、冷却風をランプへ吹きつけて、空冷により冷却することが
行われている。また、温度上昇が乏しいランプの下側（即ち、鉛直方向において低い部分
）よりも、温度上昇が激しいランプの上側（即ち、鉛直方向において高い部分）を冷却し
て、ランプを効果的に冷却することが知られている。
【０００３】
　ところで、上述した投写型映像表示装置を、スクリーンとの位置関係や設置状況等に柔
軟に対応して設置することが求められている。即ち、投写型映像表示装置が設置された状
況によって投写型映像表示装置の上方となる面が変わって、ランプの上側および下側が定
まらない場合であっても、ランプの上側を冷却することが求められている。
【０００４】
　そこで、自重により回動自在な風向変更装置を設けることが提案されている（例えば、
特許文献１参照）。このような風向変更装置を備える投写型映像表示装置は、その設置状
況に応じて風向変更装置が自重で回動して、冷却風をランプ（発光体）の上方に流れるよ
うに調整する構成となっており、ランプの上側を冷却することができる。
【特許文献１】特開２００６－１７８２５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来技術においては、壁等に設けられたスクリーン上に映像を表示
するように、投写型映像表示装置が水平な台や天井に載置された場合に、ランプの上側を
効果的に冷却するものである。即ち、水平方向の面に投写型映像表示装置が設置された場
合は、ランプの上方へ冷却風が流れるように風向変更装置が回動するものの、水平方向に
対して角度を有する面（例えば、鉛直方向の面）に投写型映像表示装置が設置された場合
は、ランプの上方へ冷却風が流れるように風向変更装置が回動することは困難であった。
従って、投写型映像表示装置の何れかの面が上方になった場合は、温度上昇の激しいラン
プの上側を冷却することはできなかった。
【０００６】
　本発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、投写型映像表示装
置の設置状況により、投写型映像表示装置の何れの面が上方になるかに拘わらず、温度上
昇が激しいランプの上側を冷却することを可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、光を発するランプと前記ランプを覆うリフレクタとを備え、
前記光を投写して映像を表示するとともに、冷却ファンから送風される冷却風により前記
ランプを空冷する投写型映像表示装置であって、前記ランプの斜め前方に設けられて、前
記ランプへ送風される前記冷却風の向きを調整するとともに、前記ランプの出射方向から
見てランプの全周に前記冷却風を吹きつけるための複数の風向板が形成された風向調整部
材を備え、前記複数の風向板による送風は、ランプの全周を風向板の数に応じて分割した
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ランプ冷却分割領域に夫々送風するように分割され、ランプの両接点を含む風向板に臨む
ランプ冷却分割領域に送風する風向板は、ランプの両接点付近において前記リフレクタに
沿った気流を発生させるように形成され、風向板に臨まないランプ冷却分割領域に送風す
る風向板は、風向板に臨まないランプ冷却分割領域付近において前記リフレクタに沿った
気流を発生させるように先端部が屈曲されて形成されていることを特徴とする。なお、ラ
ンプの斜め前方とは、ランプおよびリフレクタによる光の出射方向を前方とした斜め前の
位置である。
【０００８】
　同構成によれば、ランプの斜め前方に設けられて、ランプへ送風される冷却風の向きを
調整するとともに、ランプの全周に冷却風を吹きつけるための複数の風向板が形成された
風向調整部材を備える。このため、複数の風向板によって、ランプへ向かう複数の気流が
生成され、ランプの全周に冷却風を吹きつけることができる。従って、投写型映像表示装
置の設置状況により、投写型映像表示装置の何れの面が上方になるかに拘わらず、温度上
昇が激しいランプの上側を効果的に冷却することが可能となる。その結果、ランプの寿命
低下を抑えて投写型映像表示装置を自由に設置することができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の投写型映像表示装置であって、風向調整部
材に形成された前記複数の風向板は一体的に形成されていることを特徴とする。
【００１０】
　同構成によれば、風向調整部材に形成された複数の風向板は一体的に形成されているた
め、複数の風向板が別個に形成されている場合と比べ、風向調整部材を容易に取り扱うこ
とができる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または請求項２のいずれか１項に記載の投写型映像
表示装置であって、複数の風向板のうち少なくとも１つの風向板と、ダクト状の通気口を
形成して風量を調整する風量調整部材を備えることを特徴とする。
【００１２】
　同構成によれば、複数の風向板のうち少なくとも１つの風向板と、ダクト状の通気口を
形成して風量を調整する風量調整部材を備えるため、ランプへ送風される冷却風の風量を
調整することができる。従って、ランプの全周を効果的に冷却することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、投写型映像表示装置の設置状況により、投写型映像表示装置の何れの
面が上方になるかに拘わらず、温度上昇が激しいランプの上側を冷却することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の具体的な実施形態について、図面を参照しながら説明する。本発明の実
施形態に係る投写型映像表示装置は、図１に示すように、投写型映像表示装置に対して前
方に設けられたスクリーン（不図示）へ光を投射して、映像を表示するフロントプロジェ
クタ（以下、「プロジェクタ」という。）である。
【００１９】
　プロジェクタは、図２に示すように、映像を表示するための光学部品として、光を出射
するランプユニット１と、インテグレータレンズ２と、偏光板３と、ミラー４と、液晶パ
ネル５と、ダイクロイックプリズム６と、投写レンズ７とを備え、これら光学部品１～７
によって光学系が構成されている。なお、プロジェクタは、さらに、光学系において光を
効果的に導くためにその他のレンズ（不図示）を備えている。
【００２０】
　ランプユニット１は、図３に示すように、光を発するランプ１１と、ランプ１１を覆う
リフレクタ（反射傘）１２と、リフレクタ１２の開口を覆うカバーガラス（透明部材）１
３とを備えている。従って、ランプ１１は、リフレクタ１２とカバーガラス１３によって
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覆われている。
【００２１】
　ランプ１１は、図３等に示すように、石英ガラスにより形成された発光管１１ａ内に、
発光体である水銀、およびハロゲンガスまたはハロゲン化物の混合物（不図示）を封入す
ることにより形成されている。より具体的には、発光管１１ａは、発光部である球状部１
１ｂと、球状部１１ｂの両端に設けられた円柱部１１ｃ（図８参照）とを有し、球状部１
１ｂには、上記発光体が封入されるとともに、円柱部１１ｃには、球状部１１ｂ内へ延び
た電極（不図示）の一部が埋設されている。従って、円柱部１１ｃに一部が埋設された電
極に電圧を印加することによって、球状部１１ｂの内部に電位差が生じ、球状部１１ｂ内
の発光体が白色光を発する。
【００２２】
　また、リフレクタ１２は、開口を有するとともに放物面状の反射面１２ａを有している
。そして、その放物面の焦点には、ランプ１１の球状部１１ｂが配設されている。従って
、リフレクタ１２は、ランプ１１が発した光を、ランプ１１の前方（即ち、図中の矢印Ｚ
の方向であり、リフレクタ１２の開口方向）へ反射させて、ランプユニット１によって出
射される光の量を多くしている。また、リフレクタ１２の前方端部（開口端部）の四方に
は、切り欠き１２ｂが形成されている。
【００２３】
　また、カバーガラス１３は、平面状に形成されるとともに、ランプ１１およびリフレク
タ１２の前方を覆っている。なお、リフレクタ１２とカバーガラス１３によってランプ１
１は覆われているが、リフレクタ１２には上記切り欠き１２ｂが形成されているため、各
切り欠き１２ｂとカバーガラス１３によって通気口が形成される。従って、冷却ファン（
不図示）によって送風された冷却風を、上記通気口からランプユニット１内のランプ１１
へ吹きつけて、ランプ１１を冷却することができる。
【００２４】
　以上のように構成されたランプユニット１においては、ランプ１１が発した光は、リフ
レクタ１２において反射して、リフレクタ１２を覆うカバーガラス１３を透過する。従っ
て、ランプユニット１は、インテグレータレンズ２へ光が導かれるように、光を出射する
。
【００２５】
　インテグレータレンズ２は、耐熱性ガラスにより形成されるとともに、２枚のフライア
イレンズ２１，２２により構成されている。ランプユニット１が出射した光は、フライア
イレンズ２１，２２を透過することにより、その光の照度分布が均一化される。そして、
フライアイレンズ２１，２２を透過した光は偏光板３へ導かれる。
【００２６】
　偏光板３は、偏光分離膜を有し、多くの光が液晶パネル５へ入射するように、光の振動
方向を変える。より具体的には、例えば、偏光板３を透過しようとする光のうち横方向に
振動している光を、偏光分離膜によって縦方向に振動している光に変える。このため、光
の振動方向を揃えて、多くの光を液晶パネル５へ入射させることができる。
【００２７】
　ミラー４は、偏光板３を透過した光を液晶パネル５へ導くために、複数の反射ミラー４
１と、２枚のダイクロイックミラー４２，４３とから構成されている。即ち、反射ミラー
４１によって、光の経路を形成し、光の経路に存在する２枚のダイクロイックミラー４２
，４３によって、ランプユニット１が出射した光である白色光を、光の三原色である赤色
、青色、および緑色の光へ分離する。従って、ミラー４は、各色（赤色、青色、および緑
色）の光を液晶パネル５へ入射させる。
【００２８】
　液晶パネル５は、光の三原色に対応して、青色用液晶パネル５１と、緑色用液晶パネル
５２と、赤色用液晶パネル５３とから構成されている。これら各色用液晶パネル５１，５
２，５３における光の透過量を制御することにより、各色の映像を示す光を生成すること
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ができる。即ち、ミラー４によって入射される３色の光が、液晶パネル５の、それぞれ対
応する各色用液晶パネル５１，５２，５３を透過することにより、各色の映像を示す光が
生成される。従って、液晶パネル５は、各色の光から各色の映像を示す光を生成して、各
色の映像を示す光をダイクロイックプリズム６へ出射する。
【００２９】
　ダイクロイックプリズム６は、液晶パネル５によって出射された各色の映像を示す光を
合成して、投写可能な（即ち、カラーの）映像を示す光を生成する。そして、ダイクロイ
ックプリズム６によって生成された映像を示す光は、投写レンズ７へ導かれる。
【００３０】
　投写レンズ７は、ダイクロイックプリズム６によって生成された映像を示す光を、スク
リーン上に投写する。以上のように、光学部品１～７を備えるプロジェクタは、ランプユ
ニット１が出射した光（即ち、ランプ１１が発した光）をスクリーンへ投写して映像を表
示する。
【００３１】
　また、プロジェクタは、光学部品１～７の他に、図３等に示す、ランプユニット１を保
持するためのランプケース８と、ランプユニット１内に流入する冷却風を調整する流入風
調整部材９と、ランプユニット１外へ流出する風を調整する流出風調整部材１０とを備え
ている。そして、ランプユニット１とランプケース８により光源装置が構成されている。
【００３２】
　ランプケース８は、図３及び図４に示すように、略直方体に形成されるとともにランプ
ユニット１を収納可能とするための開口が設けられたランプホルダ８１と、ランプホルダ
８１からランプユニット１が出ないことを目的として、ランプホルダ８１の開口を覆うよ
うに四角枠形状に形成されたランプカバー８２とから構成されている。また、図３に示す
ように、ランプカバー８２の前面には、図中の矢印Ｈが示す方向の両端において、冷却フ
ァンから送風される気体（即ち、冷却風）、または排熱ファン（不図示）へ送風される気
体が通る通気口８２ａ，８２ｂが形成されている。これらの通気口８２ａ，８２ｂは、切
り欠き１２ｂとカバーガラス１３によって形成されている通気口と対応した位置に形成さ
れている。このため、通気口８２ａとその通気口８２ａに対応する切り欠き１２ｂとカバ
ーガラス１３によって形成されている通気口は、ランプユニット１内へ気体（冷却風）が
流入する流入口（流入部）Ａとなっている（流入口Ａに流入する、冷却ファンによって送
風された冷却風を図中の矢印Ｆで示す）。また、通気口８２ｂとその通気口８２ｂに対応
する切り欠き１２ｂとカバーガラス１３によって形成されている通気口は、ランプユニッ
ト１外へ気体が流出する流出口（流出部）Ｂとなっている。
【００３３】
　流入風調整部材９は、３つの構成部材である、格子が形成された格子部材９１と、風向
調整部材９２と、風量調整部材９３とを備えるとともに、流出風調整部材１０は、１つの
部材により形成され、格子が形成された格子部１０１と流出口Ｂへ気体を導くフィン（不
図示）とを有している。格子部材９１および格子部１０１に形成された格子は、流入口Ａ
または流出口Ｂにおいて気体（冷却風）を流入または流出可能にするとともに、ランプ１
１が破裂した際に、ランプ１１の破片の飛散防止を目的として形成されている。そして、
流入風調整部材９は通気口８２ａに取り付けられ、流出風調整部材１０は通気口８２ｂに
取り付けられている。
【００３４】
　ここで、本実施形態においては、図４乃至図６に示すように、ランプ１１の斜め前方に
設けられて、ランプ１１へ送風される冷却風の向きを調整するとともに、ランプ１１の全
周に冷却風を吹きつけるための複数の風向板９２ａ，９２ｂ，９２ｃが形成された風向調
整部材９２を備えることに特徴がある。
【００３５】
　風向調整部材９２は、冷却ファンから送風された冷却風をランプ１１の全周へ送風する
ように、複数の気体の流れ（即ち、複数の気流）を生成することを目的として、風向板９
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２ａ，９２ｂ，９２ｃが形成されているものである。
【００３６】
　風向板９２ａは、ランプ１１の全周の３分の１に当たる第１の部分（即ち、図７の符号
Ａ１によって示す部分）を主に冷却するために、ランプ１１の方向へ延びて形成されると
ともに、ランプ１１へ延びた先端部の断面が略コの字状に形成されている。従って、冷却
ファンから送風される冷却風は、風向板９２ａによってその風向きが調整され、図４、図
７および図８に示す、ランプ１１の第１の部分Ａ１へ向かう気流Ｆ１が生成される。即ち
、この気流Ｆ１は、ランプ１１の片側（即ち、第１の部分Ａ１）付近においてリフレクタ
１２に沿った気流であって、この気流Ｆ１の冷却風はランプ１１の第１の部分Ａ１に吹き
つけられる。
【００３７】
　風向板９２ｂは、ランプ１１の全周の３分の１に当たる第２の部分（即ち、図７の符号
Ａ２によって示す部分）を主に冷却するために、ランプ１１の方向へ延びて形成されると
ともに、ランプ１１へ延びた先端部９２ｄが光軸（ランプ１１の中心軸であり、図４や図
８の一点鎖線で示す軸）へ向けて屈曲するように形成されている。従って、冷却ファンか
ら送風される冷却風は、風向板９２ｂによってその風向きが調整され、図４、図７および
図８に示すように、ランプ１１の第２の部分Ａ２へ向かう気流Ｆ２が生成される。この気
流Ｆ２は、冷却風を直接吹きつけることができないランプ１１の遠方側（即ち、第２の部
分Ａ２）付近においてリフレクタ１２に沿った気流であって、この気流Ｆ２の冷却風はラ
ンプ１１の第２の部分Ａ２に吹きつけられる。
【００３８】
　風向板９２ｃは、ランプ１１の全周の３分の１に当たる第３の部分（即ち、図７の符号
Ａ３によって示す部分）を主に冷却するために、光軸方向に対して平行な面を有するよう
に形成され、その平行な面がランプ１１と対向するように形成されている。従って、冷却
ファンから送風される冷却風は、風向板９２ｃによってその風向きが調整され、図４、図
７および図８に示す、ランプ１１の第３の部分Ａ３へ向かう気流Ｆ３が生成される。この
気流Ｆ３は、ランプ１１の他の片側（即ち、第３の部分Ａ３）付近においてリフレクタ１
２に沿った気流であって、この気流Ｆ３の冷却風はランプ１１の第３の部分Ａ３に吹きつ
けられる。
【００３９】
　以上のようにして、風向板９２ａ，９２ｂ，９２ｃによって、冷却ファンによって送風
される冷却風の風向が調整されるとともに複数の気流Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３が生成されて、１
つの流入口Ａからランプ１１の全周に冷却風が吹きつけられる。従って、ランプ１１の全
周に冷却風を吹きつけるために、ランプユニット１内（リフレクタ１２内）へ冷却風が流
入するための流入口を２つ設ける必要がなく、また、自重により回動させるような装置が
必要ないことは言うまでもない。そして、ランプ１１に吹きつけられた冷却風は、流出風
調整部材１０に形成されたフィンに導かれて、流出口Ｂからランプユニット１外へ流出す
る。
【００４０】
　また、冷却ファンによって送風された冷却風は湾曲したダクトを通って送風されるため
、流入口Ａの位置によって、流入口Ａへ導かれる冷却風の風速分布は均一でなく、本実施
形態においては、風向板９２ａによってその風向きが調整される冷却風の風量が多く、ラ
ンプ１１の第１の部分Ａ１へ吹きつけられる冷却風が多い。そこで、本実施形態において
は、ランプ１１の部分Ａ１へ吹きつけられる冷却風の風量を調整することを目的として、
風量調整部材９３を備える。この風量調整部材９３は、断面が略コの字状に形成された風
向板９２ａに近設される平面部９３ａを有し、風向板９２ａとダクト状の通気口を形成し
て風量を調整するものである。即ち、ランプ１１へ向けて延びたダクト状の通気口を狭く
することにより通気抵抗（静圧）を大きくして、風向板９２ａによってその風向きが調整
される冷却風の風量を少なくする。
【００４１】
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　上記実施形態のプロジェクタによれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１）ランプ１１の斜め前方に設けられて、ランプ１１へ送風される冷却風の向きを調
整するとともに、ランプの全周に冷却風を吹きつけるための複数の風向板９２ａ，９２ｂ
，９２ｃが形成された風向調整部材９２を備える。このため、複数の風向板９２ａ，９２
ｂ，９２ｃによって、ランプ１１へ向かう複数の気流Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３が生成され、ラン
プ１１の全周に冷却風を吹きつけることができる。従って、プロジェクタの設置状況によ
り、プロジェクタの何れの面が上方になるかに拘わらず、温度上昇が激しいランプ１１の
上側を効果的に冷却することが可能となる。その結果、ランプ１１の寿命低下を抑えて投
プロジェクタを自由に設置することができる。なお、ランプ１１の斜め前方とは、ランプ
１１およびリフレクタ１２による光の出射方向を前方Ｚとした斜め前の位置である。
【００４２】
　（２）複数の風向板９２ａ，９２ｂ，９２ｃは、ランプ１１の両側（即ち、第１の部分
Ａ１及び第３の部分Ａ３）及び遠方側（即ち、第２の部分Ａ２）に向けて風向を調整する
３種である。このため、２種の風向板９２ａ，９２ｃによってランプ１１の第１の部分Ａ
１及び第３の部分Ａ３へ向かう気流Ｆ１，Ｆ３が生成されるとともに、１種の風向板９２
ｂによってランプ１１の第２の部分Ａ２へ向かう気流Ｆ２が生成され、３種の風向板９２
ａ，９２ｂ，９２ｃを用いてランプ１１の全周を冷却することができる。従って、プロジ
ェクタの設置状況により、プロジェクタの何れの面が上方になるかに拘わらず、温度上昇
が激しいランプ１１の上側を簡単な構成で効果的に冷却することが可能となる。なお、ラ
ンプ１１の両側とは、ランプ１１の中心軸（図４や図８の一点鎖線で示す軸）と風向調整
部材９２とを含む平面を挟んだ、ランプ１１の二つの部分であって、ランプ１１の遠方側
とは、風向調整部材９２と対向しない面を有するランプ１１の一部分である。
【００４３】
　（３）複数の風向板９２ａ，９２ｂ，９２ｃのうち、ランプ１１の両側（第１の部分Ａ
１及び第３の部分Ａ３）に向けて風向を調整する風向板９２ａ，９２ｃは、ランプ１１の
両側（第１の部分Ａ１及び第３の部分Ａ３）付近においてリフレクタ１２に沿った気流Ｆ
１，Ｆ３を発生させるように形成されている。また、複数の風向板９２ａ，９２ｂ，９２
ｃのうち、ランプ１１の遠方側（第２の部分Ａ２）に向けて風向を調整する風向板９２ｂ
は、ランプ１１の遠方側（第２の部分Ａ２）付近においてリフレクタ１２に沿った気流Ｆ
２を発生させるように先端部９２ｄが屈曲されて形成されている。このため、ランプ１１
の第１の部分Ａ１及び第３の部分Ａ３に向けて風向を調整する風向板９２ａ，９２ｃによ
って、ランプ１１の第１の部分Ａ１及び第３の部分Ａ３付近において、リフレクタ１２に
沿ってランプ１１の第１の部分Ａ１及び第３の部分Ａ３へ向かう気流Ｆ１，Ｆ３が生成さ
れる。また、ランプ１１の第２の部分Ａ２に向けて風向を調整する風向板９２ｂによって
、ランプ１１の第２の部分Ａ２付近において、リフレクタ１２に沿ってランプ１１の第２
の部分Ａ２へ向かう気流Ｆ２が生成される。よって、３種の風向板９２ａ，９２ｂ，９２
ｃを用いてランプ１１の全周を冷却することができる。従って、プロジェクタの設置状況
により、プロジェクタの何れの面が上方になるかに拘わらず、温度上昇が激しいランプ１
１の上側を簡単な構成で効果的に冷却することができる。
【００４４】
　（４）風向調整部材９２に形成された複数の風向板９２ａ，９２ｂ，９２ｃは一体的に
形成されているため、複数の風向板９２ａ，９２ｂ，９２ｃが別個に形成されている場合
と比べ、風向調整部材９２を容易に取り扱うことができる。
【００４５】
　（５）複数の風向板９２ａ，９２ｂ，９２ｃのうち１つの風向板９２ａと、ダクト状の
通気口を形成して風量を調整する風量調整部材９３を備えるため、ランプ１１へ送風され
る冷却風の風量を調整することができる。従って、ランプ１１の全周を効果的に冷却する
ことができる。
【００４６】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
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。例えば、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
【００４７】
　・上記実施形態においては、流入風調整部材９は、３つの構成部材である、格子が形成
された格子部材９１と、風向調整部材９２と、風量調整部材９３とから構成されていたが
、流入風調整部材９の構成部材の数は適宜変更してもよい。例えば、格子部材９１と風向
調整部材９２を１つの部材としたり、風向調整部材９２と風量調整部材９３を１つの部材
とすることで、２つの構成部材により流入風調整部材９を構成してもよい。
【００４８】
　・上記実施形態においては、風向板９２ａ，９２ｂ，９２ｃは３つであり、ランプ１１
の全周の３分の１に当たる各部分Ａ１，Ａ２，Ａ３に向けて風向を調整する３種であった
が、風向板の数や形状を適宜変更してもよい。
【００４９】
　・上記実施形態においては、投写型映像表示装置は、フロントプロジェクタ（液晶パネ
ルを用いた液晶プロジェクタ）であったが、リアプロジェクタであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施形態に係る投写型映像表示装置の外観を示す斜視図。
【図２】本発明の実施形態に係る投写型映像表示装置の光学系を示す概略構成図。
【図３】本発明の実施形態に係る投写型映像表示装置の光源装置を説明するための分解斜
視図。
【図４】本発明の実施形態に係る投写型映像表示装置の光源装置を説明するための斜視図
。
【図５】（ａ）（ｂ）本発明の実施形態に係る投写型映像表示装置が備える流入風調整部
材の斜視図。
【図６】（ａ）（ｂ）本発明の実施形態に係る投写型映像表示装置が備える流入風調整部
材の分解図。
【図７】流入風調整部材によって風向が調整される冷却風の気流を説明するための平面図
。
【図８】（ａ）図７のＳ－Ｓ断面図（ｂ）図７のＴ－Ｔ断面図
【符号の説明】
【００５１】
　Ａ１，Ａ３…第１の部分，第３の部分（ランプの両側）、Ａ２…第２の部分（ランプの
遠方側）、Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３…気流、Ｚ…前方、１…ランプユニット、１１…ランプ、１
２…リフレクタ、９２…風向調整部材、９２ａ，９２ｂ，９２ｃ…風向板、９２ｄ…先端
部、９３…風量調整部材。
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